
広報 にっこう ８

有
地
内
に
自
己
の
名
称
な
ど（
自
家
用
広

告
物
。
９
ペ
ー
ジ
下
段
参
照
）を
表
示
す

る
目
的
な
ど
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
広
告
物
を
表
示
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
許
可
地
域

　
秩
序
あ
る
広
告
物
の
表
示
を
図
る
た
め
、

禁
止
地
域
以
外
の
ほ
ぼ
市
内
全
域
を
、
原

則
と
し
て
市
長
の
許
可
が
必
要
な
許
可
地

域
に
指
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
特
性
に
合
っ

た
広
告
物
の
表
示
、
広
告
物
を
含
め
た
景

観
の
形
成
を
図
る
た
め
、
許
可
地
域
を
次

の
４
種
類
に
区
分
し
、
各
地
域
に
お
い
て

物
件
ご
と
に
広
告
物
の
面
積
や
高
さ
、
位

置
、
形
状
な
ど
の
基
準
を
定
め
て
い
ま
す
。

噛
許
可
地
域
の
種
類

①
自
然
保
全
型
地
域（
山
地
山
麓
な
ど
）

②
自
然
保
全
型
沿
線
地
域（
山
地
山
麓
帯

の
指
定
道
路
、
指
定
鉄
道
の
沿
線
）

③
田
園
調
和
型
地
域（
平
地
帯
）

　
屋
外
広
告
物
の
表
示
ル
ー
ル

　
屋
外
広
告
物
は
自
由
に
表
示
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
屋
外
広
告
物
は
、

私
た
ち
の
日
常
生
活
に
必
要
な
情
報
提
供

の
た
め
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

無
秩
序
に
表
示
さ
れ
る
と
景
観
を
損
な
う

こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
市
は
、
優
れ
た
自
然
環
境
と
、
多
く
の

観
光
客
を
迎
え
る
た
め
の
景
観
・
 風
  致
 を

ふ
う
 ち

守
り
育
て
て
い
く
た
め
に
、
平
成
　
年
４

２１

月
１
日
に
施
行
し
た
日
光
市
屋
外
広
告
物

条
例
に
よ
る
規
制
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
禁
止
地
域

　
自
然
景
観
や
住
環
境
の
保
全
、
道
路
・

鉄
道
か
ら
の
眺
望
の
確
保
な
ど
の
た
め
、

日
光
国
立
公
園
内
や
主
要
な
道
路
・
鉄
道

の
沿
道
・
沿
線
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
屋

外
広
告
物
を
表
示
で
き
な
い
禁
止
地
域
と

し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
公
共
的
な
目
的
や
、
自
己
所

　
屋
外
広
告
物
と
は

　
商
業
広
告
に
限
ら
ず
、「
常
時
ま
た
は

一
定
の
期
間
を
継
続
し
て
屋
外
で
公
衆
に

表
示
さ
れ
る
も
の
」
と
屋
外
広
告
物
法
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
店
の
看

板
や
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

電
柱
広
告
や
の
ぼ
り
旗
、
車
両
広
告
物
な

ど
、
街
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の
屋
外
広
告

物
が
あ
り
ま
す
。

図：屋外広告物のイメージ
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④
市
街
地
形
成
型
地
域（
都
市
計
画
法
に

よ
る
用
途
地
域
）

　
景
観
保
全
型
広
告
整
備
地
区

　
禁
止
地
域
・
許
可
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
、

良
好
な
景
観
を
保
全
・
形
成
す
る
上
で
特

に
配
慮
す
べ
き
区
域
を
景
観
保
全
型
広
告

整
備
地
区
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
市
内
で

は
、
景
観
計
画
重
点
区
域
で
あ
る
日
光
地

域
の
「
世
界
遺
産
区
域（
東
町
、
西
町
な

ど
）」
を
指
定
し
て
お
り
、
広
告
物
を
表

示
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
日
光
市
景
観

計
画
に
掲
げ
た
行
為
の
制
限
に
基
づ
き
、

市
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
地
区
内
を
、
さ
ら
に
次
の
５
種
類

に
区
分
し
、
地
区
ご
と
に
良
好
な
街
並
み

景
観
を
演
出
す
る
た
め
、
屋
上
広
告
板
や

屋
上
広
告
塔
、
敷
地
内
広
告
塔
の
設
置
を

禁
止
し
て
い
る
他
、
設
置
可
能
な
広
告
物

で
あ
っ
て
も
、
大
き
さ
や
意
匠
な
ど
に
厳

し
い
規
制
を
加
え
て
い
ま
す
。

噛
景
観
保
全
型
広
告
整
備
地
区
の
種
類

①
山
内
地
区
お
よ
び
稲
荷
川
地
区

②
東
町
地
区（
沿
線
商
業
エ
リ
ア
）

③
東
町
地
区（
居
住
エ
リ
ア
）

④
西
町
地
区（
沿
線
商
業
エ
リ
ア
）

⑤
西
町
地
区（
居
住
エ
リ
ア
）

　
禁
止
物
件
と
禁
止
広
告
物

　
信
号
機
や
道
路
標
識
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、

歩
道
橋
な
ど
の
交
通
関
連
施
設
、
消
火
栓

な
ど
の
消
防
関
連
施
設
、
街
路
樹
や
並
木
、

橋
り
ょ
う
、
送
電
塔
な
ど
は
広
告
物
の
表

示
が
で
き
な
い
禁
止
物
件
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
落
下
の
恐
れ
の
あ
る
も
の
や
、

破
損
し
た
も
の
、
交
通
の
安
全
を
阻
害
す

る
恐
れ
の
あ
る
も
の
は
、
禁
止
広
告
物
に

該
当
し
、
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
自
家
用
広
告
物
と
は

　
　
自
己
の
氏
名
や
名
称
、
店
名
、
商

標
、
自
己
の
事
業
・
営
業
内
容
を
表

示
す
る
た
め
、
自
己
の
住
所（
事
業

所
、
営
業
所
、
作
業
所
）に
表
示
す

る
広
告
物
の
こ
と
を
自
家
用
広
告
物

と
い
い
ま
す（
特
定
商
品
名
を
誇
張

し
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
）。

　
　
同
じ
敷
地
内
に
表
示
し
た
、
全
て

の
広
告
物
の
表
示
面
積
の
合
計
が
　１０

㎡
以
内
の
場
合
、
許
可
は
不
要
で
す

が
、
そ
の
規
格
は
設
置
場
所
に
お
け

る
許
可
基
準
に
適
合
さ
せ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
自
家
用
広
告
物
も
良
好

な
景
観
づ
く
り
の
た
め
の
大
き
な
要

素
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

図：自家用広告物の表示例

　
屋
外
広
告
物
を
表
示
し
て
い
　

　
る
方
へ

　
良
好
な
景
観
ま
た
は
風
致
の
維
持
、
公

衆
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、

広
告
物
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
必
要

が
あ
り
ま
す
。
著
し
く
汚
損
し
た
り
、
破

損
し
た
屋
外
広
告
物
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
美
観
を
損
ね
る
だ
け
で
な
く
、

道
路
交
通
の
安
全
の
妨
げ
と
な
っ
た
り
、

歩
行
者
に
危
害
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
広
告
を
表
示
す
る
皆
さ
ん

は
、
適
正
な
管
理
と
屋
外
広
告
物
の
ル
ー

ル
を
守
り
、
良
好
な
景
観
の
形
成
の
た
め

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
屋
外
広
告
物
を
こ
れ
か
ら
表
　

　
示
す
る
方
へ

　
屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
場
合
に
は
、

法
令
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
な
ど

適
用
除
外
と
な
る
一
部
の
広
告
物
を
除
き
、

原
則
と
し
て
市
長
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
地
域
ご
と
の
具
体
的
な
規
制
お

よ
び
設
置
基
準
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、

新
た
に
表
示
す
る
方
は
、
事
前
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
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図：禁止物件のイメージ


